
第２回 飯山市介護保険運営協議会 会議録 

 

期 日  平成 23年 8月 24日（水）午後 3時 00分開会 

場 所  飯山市役所４階全員協議会室 

出席者  委員出席 13名（4名欠席）、事務局 10名 

傍聴人  なし 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

   （飯山市地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会と共通） 

   昨年の 7月に続き今日は 2回目の協議会となります。介護保険計画については 24年度から

3 か年の計画を策定し、審議していくということですし、包括支援センター運営協議会、

地域密着型サービス運営委員会についても、それぞれの条例等で義務づけられているので

よろしくお願いしたい。 

   今年度は 24年度からの計画に間に合うよう、3月までいろいろご協議いただくことになる

が、全体の流れについて事務局より報告があるので、これからの計画の審議についてよろ

しくお願いしたい。 

 

民生部長あいさつ 

（飯山市地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会と共通） 

   昨年から本日 2 回目の会議となります。その間に高齢者実態調査も行われ、国からも介護

保険計画の関係でいろいろなものが示されてきているので、第 5 期介護保険計画に向けて

ご審議いただければ思っています。併せて地域包括運営協議会、地域密着型運営委員会と

3つ続きますが、よろしくお願いします。 

 

３ 飯山市の現状について 

  (1) 高齢者等の状況について 

    資料に基づき事務局が説明（質問、意見なし） 

    ・飯山市要介護（要支援）認定者数の推移 

    ・飯山市の高齢化率と要援護高齢者数の推移 

 

  (2) 第４期介護保険料について 

資料に基づき事務局が説明（質問、意見なし） 

    ・介護保険料について 

    ・第 4期計画期間における第 1号保険料基準月額 

 



  (3) 平成２１・２２年度決算(見込)及び給付状況等について 

資料に基づき事務局が説明 

    ・平成 21年度飯山市介護保険特別会計決算書とサービス別給付額と第 4期計画との比較 

    ・平成 22年度飯山市介護保険特別会計決算書見込書とサービス別給付額と第 4期計画と

の比較 

     【質問】委員）平成 22年度決算見込書の不納欠損の説明を。 

         事務局）介護保険料の時効は 2 年であり、時効を迎えた 6 名分の保険料滞納

分を処理したものです。6 名のうち 5 名は介護保険を申請せずに既

に死亡されています。 

         委員）滞納者へのペナルティーは。 

         事務局）介護給付が受けられなくなったり、利用者負担が引き上げられます。 

 

  (4) 高齢者福祉サービス、老人保健サービスの実施状況について 

資料に基づき事務局が説明（質問、意見なし） 

    ・飯山市内の介護保険施設の整備状況 

    ・平成 23年度高齢者福祉サービスのご案内 

・平成 23年度保健事業計画 

 

  (5) 高齢者実態調査の結果概要について 

資料に基づき事務局が説明（質問、意見なし） 

    ・飯山市高齢者実態調査結果概要 

 

４ 議事 

  (1) 介護保険事業計画等の策定スケジュールについて 

資料に基づき事務局が説明 

    ・第 5期介護保険事業計画・老人福祉計画の策定スケジュール 

    ・施設整備要望調査スケジュール 

【質問】会長）第 4期計画策定の時は 7回協議会を開催したが、今回も同様か。 

         事務局）おおむね同じ予定で計画しています。 

 

  (2) 第５期介護保険事業計画及び老人福祉計画について 

資料に基づき事務局が説明 

    ・県主催担当者会議の配布資料 

【質問】委員）認知症対策についての市の考え方は。 

         事務局）保険料の増額にもつながるので、必要なサービス量の推計をしっか

り行って計画していきます。 

         会長）地域の実情に応じて計画していくということでいいか。 



         事務局）事務局で素案を示すのでご審議をお願いします。 

 

５ その他 

  (1) 次回の運営協議会日程について 

    事務局）平成 23年 11月頃、市役所において開催したい。 

    会長）決まったら早めに通知を。 

 

  (2) その他 

    なし 

 

閉会 午後 4時 30分 

 


